
日ベトナム経済連携協定（JVEPA）に関するお知らせ 
 

平成 21 年 11 月 5 日 
経 済 産 業 省 

 
 日・ベトナム経済連携協定（JVEPA）は、平成 21 年 10 月 1 日に我が国とベ

トナムとの間で発効しました。 
 
 JVEPA における関税還付に関してベトナム政府から伝えられた内容は、概要

以下の通りです。なお、ベトナムにおける JVEPA に基づく実際の運用に関して

は、ベトナム側当局に詳細を個別にご確認下さい。 
 
１．ベトナムにおける通関時に原産地証明書が輸入者の手元にない場合、2007
年財政省通達 45 号（2007 年 5 月 7 日付け）に基づき、輸入者は、税関に対

して原産地証明書の提出が遅延することを書面で申告した上で一旦 MFN 税

率相当の関税を支払い、当該申告の日から 30 日以内に原産地証明書（Form 
VJ）を税関に提出すれば、MFN 税率と日越 EPA 税率との差額分の還付を受

けることができる。 
 
２．なお、輸入者が申告から 30 日を経過した後に原産地証明書を税関に提出す

る場合であっても、当該原産地証明書の有効期限内（発行日から 1 年間）で

あれば還付を受けることができるが、（当該申告の日から 30 日以内に原産地

証明書を税関に提出しなかったため）2007 年財政省通達 45 号（2007 年 5 月

7 日付け）に基づく行政罰の対象となる。 
 
３．JVEPA 発効日（2009 年 10 月 1 日）以前に日本にて船積みされ、①協定発

効日以降にベトナムに到着する貨物、②協定発効日前にベトナムに到着した

貨物（協定発効日以降に通関手続きを行う予定のもの）についても、１．及

び２．と同様に運用される。 
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